
日向延岡新産業都市計画地区計画の決定（延岡市決定） 
 

都市計画 クレアパーク延岡工業団地 第 1 地区 地区計画 
を次のように決定する。 
 
１．クレアパーク延岡工業団地 第 1 地区 地区計画の方針 

名     称 クレアパーク延岡工業団地 第 1 地区 地区計画 
位     置 延岡市天下町の一部 
面     積 約５．３ha 

地区計画の目標 

当地区は、延岡市の中心部から西部約 4.5 ㎞に位置し、周

辺は丘陵地で自然環境に恵まれた市街化調整区域にあり、「ク

レアパーク延岡工業団地」として形成されている。 
この地区の東側に国道 10 号延岡道路が隣接し、延岡インタ

ーチェンジに近く交通利便性の優れた地区である。 
これらの立地条件を生かし、工業団地としての適正な土地

利用を図り、周辺環境と調和した快適で潤いのある工業団地

の形成を目標とするため地区計画を定めるものである。 

土地利用の方針 

工業団地として適正な土地利用を誘導するため、建築物等

の用途の制限により工場等以外の用途を除外するとともに、

その他建築物等に関する事項を定め、周辺の自然や景観に配

慮して土地利用を図る。 

地区施設の整備の方針 
当該地区内には工業団地造成事業により、道路、緑地等が

整備されているので、これらの施設の機能が損なわれないよ

う、維持、保全を図る。 

建築物等の整備方針 

地区計画の目標に沿った良好な工業団地の形成を図り、そ

の環境の維持・保全を図るため、建築物の用途の制限、容積

率・建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度及び壁面の位

置の制限等を行う。 
又、自然環境との調和及び保全を図る観点から、建築物等

の意匠、かき又はさくの構造についても制限等を行う。 
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その他当該地区の整

備、開発及び保全に関

する方針 

当地区内に現存する優良な樹林地の保全に努め、自然環境

に配慮した良好な環境を保全する。 
工場用地の周囲は、低木等により緑化に努める 

「区域は計画図表示のとおり」 
 
 



２．地区整備計画 

面     積 約５．３ha 

地区施設の配置及び規模 
1 号道路 幅員９．５ｍ、延長 約１４２ｍ 
2 号道路 幅員８．０ｍ、延長 約１８１ｍ 
1 号緑地 面積約０．１３ha 

建築物等の用途の制限 別表に掲げる建築物は、建築してはならない。 

容積率の最高限度 ２００％ 

建ぺい率の最高限度 ６０％ 

建築物の敷地面積の最

低限度 
５００㎡ 

建築物の高さの最高限

度 
２０ｍ 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境

界線及び道路境界線までの距離は１ｍ以上とする。 

形態又は意匠の制限 
建築物の色彩は、原色の使用を避け彩度の低い色を

基調とし、周辺環境と調和した落ち着きのあるものと

する。 
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項 垣又はさくの構造の制

限 
道路境界線から１ｍの範囲における垣又はさくの

設置については、生け垣又は透視可能なフェンス等と

し、塀は設置してはならない。 
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現に存する樹林地、草

地等で良好な居住環境

を確保するため必要な

ものの保全に関する事

項 

地区の良好な環境を維持するため、区域内に現存す

る樹林等は樹林地として保全する。 
ただし、通常の管理行為、緑地保全の目的で行う工

作物等の建設、非常災害のための必要な応急措置とし

て行う行為、その他市長が必要と認めた行為はこの限

りでない。 

 
 



別表 
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

ただし，当該地区に立地する事業所の従業者のための福利厚生施設についてはこの限りではな

い。 
１．建築基準法別表第２（を）項に掲げるもの 
２．建築基準法別表第２（い）項第５号から第９号に掲げるもの 
３．建築基準法別表第２（は）項第４号に掲げるもの 
４．建築基準法別表第２（ほ）項第３号に掲げるもの 
５．建築基準法別表第２（に）項第５号及び第６号に掲げるもの 
６．延岡市企業立地促進条例第２条第３号に掲げるもの 

 


